
デジタルコンプライアンス委員会 議事要旨 

 

開催日時：令和 3 年９月 29 日（水）13:30-14:45 

 

場所：オンライン会議にて実施 

出席委員：名取委員⾧、遠藤委員、梶川委員、國領委員、芝委員、藤森委員 

 

議事次第 

・ 誓約書の提出状況等 

・ 入札制限等制度の流れ（概要） 

・ デジタル庁のコンプライアンスに関する体制 

・ 行動指針の内容を具体化して周知する取組 

・ その他 

 

議事概要 

各議事について、事務局から内容の説明がされた後、議論が行われた。主な意見は以下の

とおり。 

 

〔誓約書の提出状況等〕 

・ 誓約書の提出は、肝である。提出していない者について、理由を確認すべきではないか。 

・ デジタル庁のコンプライアンスについては関心が高いため、十分説明し、理解した上で

全員から誓約書が提出されるよう、引き続き取り組んでほしいということを、当委員会と

しての意見にしたいと思うが、よろしいか。（一同異議なし） 

 

〔入札制限等制度の流れ（概要）〕 

・ 関係職員の登録や関係職員だけがアクセス可能なフォルダの作成に係る対応は、範囲を

明確にするという点で良いと思う。 

・ 特に、急きょ調達をしなければならない場合や特殊な技術を要する調達の場合は、民間

企業に勤務する兼業職員の知識、経験が生かせるところ、現在の基準では、兼業職員に相

談するとその親元企業が入札に参加できないこととなる。一定の場合には、事前手続の透

明性を担保するメカニズムを入れた上で、入札に参加できるようにすることを検討して

みてはどうか。 

・ 今現在、具体的な解答を持っているわけではないが、民間の最先端の技術の活用とコン

プライアンスの遵守が両立できる方法を、引き続き、検討していくことが必要かもしれな

い。 

・ 適用除外について、性善説に立って制度を構築しているように思われるが、企業が本当



に落札したい案件であれば、誰が誰とどのような接触したかは隠蔽するであろうし、容易

にできてしまう。不公正性を疑われる状況を避けるため、入札に参加する可能性が高い企

業の兼業職員は最初から携わらない、あるいは仕様書の作成開始から入札までの間は接

触できないようにするなどの対応も考えられる。 

・ 兼業職員とその親元企業が有する知識、経験及び技術を活かすことが良いシステムの構

築につながるのであるが、それできないというのは確かに悩ましい問題である。 

・ 親元企業に対し、兼業職員とどういった連絡を取ったかについて、しっかりと把握して

おくようお願いするとともに、事後的なペナルティーも定めておくのが良いのではない

か。 

・ 民間の活力、ノウハウを活用することは、重要なテーマである。入札を考えている企業

側に事前に情報が伝わると、本来の競争条件が崩れてしまうが、元々保有している技術的

に優位な部分の競争条件は変わらない。企業側に伝わると公正な競争が崩れてしまうよ

うな情報とは、どのようなものなのかについて検討することが必要。事後検証的な形でも

いいので、競争条件が損なわれることとなる情報はどのようなものなのか、運用しながら

整理していくのが良いのではないか。 

・ 最終的には、誰が関わったかではなく、価格が妥当か、利益誘導が行われていないかが

問題となる。形式的に連絡を取らないことも確かに必要かもしれないが、それにより技術

的に優位な調達が阻害されるのであれば、連絡を取ること自体は認めた上で、技術的な優

位性や価格の妥当性を規制の対象となる者以外の案件の担当者により検証できるような

体制を整備するといった対応も考えられるのではないか。 

・ 公正な競争を害する不公正な情報共有は認められないが、技術的な検討を親元企業とす

ることは一切認めないというのは厳し過ぎるようにも思う。適用除外の制度に関連して、

どこまでの情報共有なら許容されるのかについて範囲を明確にすべき。企業にとって予

測可能性がないと混乱すると思う。 

・ 入札制限の制度については、10 月 1 日から運用を始めていく中で、不具合等があれば、

適宜見直しを図っていくべきということを、当委員会としての意見にしたいと思うが、よ

ろしいか。（一同異議なし） 

 

〔コンプライアンス体制〕 

〔行動指針を具体化して周知する取組〕 

・ コンプライアンスに取り組むに当たっては、しっかりとアクセスログを取ることが必

要。ログの取り方があまり当事者の負荷にならないよう、インフラの整備を含めて検討し

てほしい。 

・ 現在検討中の取組内容は良いと思う。研修に関しては、民間企業でもそうだが、研修の

直後は理解や意識も高いが、時間が経つと忘れてしまい、意識も低下していく。そこで、

例えば、コンプライアンス週間や月間といったものを設けて定期的に啓発をし、意識の低



下を防いでいくのも一案。 

・ プロジェクト監理とも関係してくるが、最先端の技術を審査する尺度を持っていない

と、どの企業が技術的優位性を有しているのかを判断できないので、調達に関する審査を

行う職員は、技術的な側面についても理解しておくべき。 

・ 行動指針と関連して、デジタル庁では、国家公務員法等の規範をより厳しくした内規を

定めていることが、国民からの信頼を得る上で肝になっていると思う。新規採用された兼

業職員に対しては、公務員にとっては当たり前のようなルールや規範であっても、丁寧に

分かりやすく説明をし、しっかりと理解させてもらいたい。公務員と兼業職員とでは、規

範意識や行動原理に違いがあるかもしれないが、そういった点も考慮しつつ、何事も丁寧

に進めていくことで、組織としての信頼感の向上につなげていってもらいたい。 

 

〔その他〕 

 （事務方より、９月 24 日付懲戒処分案件について報告。） 

 

 

以上 

 


